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関西みらい銀行 

商品概要説明書－ファミリー定期預金－ 
2023年 1月 23日現在 

１．商品名 ファミリー定期預金 

２．ご利用者 

下記①～⑧のうち、いずれか１項目以上ご利用いただいている個人のお客さま 

（本定期預金のお預入時点における同一支店内のご本人名義のお取引きに限ります） 

①給与振込※1 

②住宅ローン※2 

③個人ローン※3 

④公共料金自動支払 2 項目以上※4（電話（携帯電話は除きます）・電気・ガス・水道・ 

 NHK） 

⑤りそなカード株式会社が発行するクレジットカード保有かつ、当社口座よりご利用

代金をお引落し※5 

⑥貸金庫利用※4 

⑦投資信託(ファンドラップを含みます)の残高保有※4 

⑧積立預金 自動振替による毎月積立金額 1万円以上※4 

※1 お通帳の摘要欄に「給与」と表示されたお振込みのある方が対象となります。 

※2 住宅ローンには住宅金融支援機構等の公的融資は含みません。 

※3 個人ローンは有担保・無担保すべての個人ローンを含みます。 

※4 本定期預金のお預入れと同時にお申込みいただいた場合も対象となります。 

※5 直近 1 年以内にカードご利用代金のお引落し実績がある方が対象となります。 

３．預入方法 ・現金、小切手その他の証券類、他の預金口座からの振替で随時お預入れいただけ  

ます（証券類の場合はその証券類の決済日が預入日となります） 

 (1)預入金額 ・1口 1万円以上 1,000万円以下 

 ※おひとりさまのお預入限度額は、すでにお預入れいただいているファミリー定期

預金と合算後 1,000万円までとします。 

(2)期間 ・１年 

４．払戻方法 ・元金は満期日以降、お利息とともにお支払いします 

５．利息  

 

(1)適用利率 

（上記①～⑧のうち、いずれか1項目以上ご利用の方） 

預入日（または継続日）における当社の＜スーパー定期＞＜スーパー定期300＞（預

入期間1年）店頭表示利率に「ファミリー定期預金」の所定の金利を上乗せした利

率を適用します。 

(2)利息計算方法 ・1年を365日として日割計算します（付利単位：1円） 

(3)利払頻度 ・満期日以後に一括して支払います 

(4)税金 
・20.315％(所得税および復興特別所得税15.315％、住民税5％)の源泉分離課税 

マル優の場合を除く 

(5)満期時の 

お取扱い 

・自動継続型（元加継続式または利払式）でのお取扱いとなります。 

・自動継続後の適用利率は満期日当日のファミリー定期預金の店頭表示金利となり

ます。 

・限度額までお預入れの方は、利払式でのお取扱いとさせていただきます。 

(6)満期日後利息 ・満期日以後の利息は、解約日（または継続日）における普通預金利率を適用します 
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６．手数料 ・ありません 

７．付加できる 

         特約事項 
・マル優の取扱対象商品となります（非課税限度額：最高 350 万円） 

８．中途解約時の 

お取扱い 
・満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数について、次の

期限前解約利率により利息を計算し、元金とともにお支払いします 

解約までの期間 期限前解約利率 

6 ヵ月未満 

6 ヵ月以上 1 年未満 

解約日における普通預金利率 

約定利率×50％ 
 

９．当社が契約して

いる指定紛争 

解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

  連絡先：全国銀行協会相談室 

  電話番号：0570－017109または 03－5252－3772 

10．その他ご留意 

    いただく事項 

・預金保険が適用されます（同保険の範囲内で保護されます）。 

・総合口座のお取扱いはできません。 

・いちょう並木支店ではお取扱いしておりません。 

・事前の予告なく商品内容の変更やお取扱いを中止する場合がございますので、あら

かじめご了承ください。 

・窓口のみのお取扱いとなります。 

・この預金は本説明書に別段の定めがある場合を除き「自由金利型定期預金（Ｍ型）

規定」によりお取扱いします。本預金をご利用の際には、必ずご覧ください。 

 


